
                                                   ６－１議案第４６号概要

　【参考資料】 

 

議案第４６号　　町の区域を新たに画し、及び名称を変更することについて 

 

市民環境部総合窓口課 

 

 

１　提案する理由 

　　本議案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に 

より、市町村の区域内の町の区域を新たに画し、その名称を変更しようとすると 

きは、議会の議決を経て定めなければならないため、提出するものである。 

 

２　概　　要 

　　あずま南地区の住居表示の実施に伴い、この地区全体を一体的な区域とし、町 

の名称を「あずま一丁目」に変更するものである。 

 

（１）実施区域　　朝霞市大字根岸及び大字台の各一部 

　（２）面　　積　　約１３．５ヘクタール 

　（３）そ の 他　　本議案は、令和５年第１回市議会定例会において、住居表示 

を実施する区域及び住居表示の方法を街区方式とすることが 

議決されたことを受け、その町割及び町名について、朝霞市 

住居表示整備審議会への諮問により審議された答申に基づく 

ものである。 

　　 

 

 

 

 

 

　 

 

【担当】 

市民環境部総合窓口課管理係 

電話　４６３‐２６０９ 


